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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンフロー接触分解反応器であって、以下：
　触媒送達管（１）；
　反応器頂部カバー（２）；
　出口を有する原料ノズル（３）、
　上端部、底部、および側壁を有する反応器容器（６）；ならびに
　外壁、上部セクション、下部セクション、入口、および内径Ｄを有するダウンフロー反
応管（９）；
を備え、ここで、
　該反応器容器の該上端部は、周囲方向に沿って、該反応器頂部カバー（２）と閉じて接
続されており；
　該反応器容器の該底部は、該ダウンフロー反応管の該外壁と閉じて接続されており；
　該ダウンフロー反応管の該上部セクションは、該反応器容器の内側に位置し、一方で、
該ダウンフロー反応管の該下部セクションは、該反応器容器の該底部から延びており；
　該原料ノズル（３）は、該反応器頂部カバー（２）および／または該反応器容器の側壁
に位置し、該原料ノズルの該出口が、ダウンフロー反応管の入口の上方に位置しており；
そして
　該触媒送達管（１）が、該反応器容器に固定して接合されており、そして該反応器容器
および該ダウンフロー反応管によって形成される触媒上昇ゾーン（７）と流体連絡してい
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る、
反応器。
【請求項２】
　前記ノズルの出口から前記ダウンフロー管までの入口の間の距離（ｈ）が、０．３Ｄ以
上である、請求項１に記載の反応器。
【請求項３】
　案内円錐（４）をさらに備え、該案内円錐（４）は、前記反応器頂部カバー（２）の下
方に取り付けられており、そして前記反応器頂部カバーに固定して接合されている、請求
項１に記載の反応器。
【請求項４】
　前記触媒送達管が、前記反応器容器の半径方向または接線方向に沿って、該反応器容器
と固定して接合されている、請求項１に記載の反応器。
【請求項５】
　前記反応器が、前記反応器容器と固定して接合された１つ以上の触媒送達管を有する、
請求項４に記載の反応器。
【請求項６】
　前記反応器容器が、円筒形である、請求項１に記載の反応器。
【請求項７】
　前記反応器容器の下部セクションの直径が、該反応器容器の上部セクションの直径より
大きい、請求項６に記載の反応器。
【請求項８】
　前記反応器容器の下部セクションの直径が、該反応器容器の上部セクションの直径より
小さい、請求項６に記載の反応器。
【請求項９】
　前記反応器容器が、円錐形であり、そして該反応器容器の下部セクションの直径が、該
反応器容器の上部セクションの直径より小さい、請求項８に記載の反応器。
【請求項１０】
　前記ダウンフロー反応管（９）の入口が、直径減少セクション、円筒、および直径拡大
セクションを備える、請求項１に記載の反応器。
【請求項１１】
　コークス化防止水蒸気分配器（１４）が、前記反応器頂部カバー（２）の下に取り付け
られている、請求項１に記載の反応器。
【請求項１２】
　前記触媒上昇ゾーンが、上部を有し、そして１つ以上の開口板、格子板、または充填層
が、該触媒上昇ゾーンの上部に取り付けられている、請求項１に記載の反応器。
【請求項１３】
　１つの開口板、１つの格子板、または１つの充填層が、前記触媒上昇ゾーンの上部に取
り付けられている、請求項１２に記載の反応器。
【請求項１４】
　前記反応器頂部カバー（２）が、フランジ付きヘッド、皿状ヘッド、フランジ付き皿状
ヘッド、楕円形皿状ヘッド、円環球状ヘッド、楕円球状ヘッド、平板ヘッド、半球状ヘッ
ド、フランジ付き円錐形皿状ヘッド、切頭円錐形ヘッド、フランジ付き逆円錐ヘッド、お
よび内向きに窪んだシェルカバーからなる群より選択されるものである、請求項１に記載
の反応器。
【請求項１５】
　１～２４個の原料ノズルを備え、該原料ノズルの出口と前記ダウンフロー反応管（ｈ）
との間の距離が、０．３Ｄ～５Ｄの間である、請求項１に記載の反応器。
【請求項１６】
　２～２０個の原料ノズルを備え、該原料ノズルの出口と前記ダウンフロー反応管（ｈ）
との間の距離が、０．５Ｄ～４Ｄの間である、請求項１５に記載の反応器。
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【請求項１７】
　上昇媒体分配器をさらに備え、該上昇媒体分配器（８）が、前記触媒上昇ゾーンの底部
セクションに取り付けられている、請求項１に記載の反応器。
【請求項１８】
　前記ダウンフロー反応管（９）および前記反応器容器（６）が、垂直方向に沿って同軸
に取り付けられている、請求項１に記載の反応器。
【請求項１９】
　水蒸気ノズル（１６）が、前記案内円錐（４）の側壁に取り付けられており、そしてコ
ークス化防止水蒸気の入口管と流体連絡している、請求項３に記載の反応器。
【請求項２０】
　炭化水素油の接触分解のための反応器としての、請求項１に記載の反応器の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、水素の非存在下での石油炭化水素の接触分解のための反応器に関し、具体的
には、本発明は、ダウンフロー接触分解反応器およびその応用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（先行技術の記載）
　経済の発達に伴って、乗物燃料および軽オレフィンに対する全世界の要求は、増加し続
けている。軽油および軽オレフィンの原料を増加させるための、重油の深度の加工の発達
は、２１世紀の精油産業の、有意な開発ストラテジーである。接触分解プロセスは、原料
に対する広い適合性、重油の高い転換深度、および製造されるＬＰＧにおける高いオレフ
ィン含有量の利点を有し、従って、これは、重油の二次加工のための最重要な技術である
。接触分解ユニットは、規模が大きく、そして必要とされる調査が少ないので、これらは
、世界中の全ての精油所に経済的利点を与える。接触分解プロセスの生成物の分配および
生成物の選択性の改善は、経済的利益および市場に対する企業の適合能力を増加させるた
めに非常に重要であり、従って、全ての製油所が大きな努力をもって探求する目標である
。
【０００３】
　石油化学製品の価値は、製油製品の価値よりずっと高いので、精油産業と化学産業との
統合は、資源を効果的に利用し、そして石油精油の経済的利益を効果的に上昇させるため
に有効であり、そしてまた、世界的な石油精油産業を設立する傾向を発展させる。近年、
プロピレンに対する要求が迅速に高まっているので、ＦＣＣプロセスによってプロピレン
の収率を増加させることは、世界中で大いに注目されている。
【０００４】
　ＦＣＣプロセスの生成物における軽オレフィンの収率は、高温、高い触媒／油の比、お
よび上昇型接触分解反応器における適切な触媒の条件を使用することによって、高められ
得る。上昇型反応器において、炭化水素油の原料は、ノズルを通して上昇型反応器の底部
で濃密な触媒床にスプレーされる場合に、完全に噴霧および気化させることが困難である
。十分な深度で全ての原料を転換させるため、およびより多くの軽オレフィンを生成する
ために、より長い反応時間が必要とされる。一方で、かなり激しい逆混合が存在する。な
ぜなら、触媒が、上昇器において、重力の方向に逆らって流れるからである。このような
反応環境において、重油のほとんどが分解される場合に、より多くの乾燥気体およびコー
クスがまた生成し、これは、付加価値がより高い生成物（例えば、軽油およびＬＰＧ）の
収率を低下させる。
【０００５】
　ダウンフロー管反応器において、油／気体および触媒は、ほぼ押出し流れで、重力の方
向に沿って流れ、従って、逆混合は非常に少ない。逆混合の程度の低下は、触媒上に堆積



(4) JP 4456876 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

するコークスを減少させ、従って、触媒活性の増加および高い付加価値の生成物に対する
選択性に好ましい。周知の会社（例えば、Ｅｘｘｏｎ、Ｍｏｂｉｌ、ＵＯＰ、Ｓｔｏｎｅ
　＆　Ｗｅｂｓｔｅｒなど）は、遅かれ早かれ、１９０８年代以来、独自のダウンフロー
反応器を開発し、ＦＣＣまたは接触分解プロセスの生成物選択性を増加させており、そし
て一連の特許を出願している。
【０００６】
　米国特許第４５１４２８５号は、希薄相における触媒の再生のための、ダウンフロー管
および上昇器を備える、接触分解反応システムを開示する。希薄相上昇器における触媒の
再生後、燃料気体が脱気タンク中に取り出され、触媒の密度を増加させる。脱気タンク中
の触媒は、触媒分配器板を通ってダウンフロー反応管に入る。原料油が、環状分配器から
ノズルを通して半径方向に沿って、ダウンフロー反応管内にスプレーされ、そして自由落
下する触媒と接触され、ダウンフロー反応管内で、分解反応を起こす。この種のダウンフ
ロー管反応器における重油の転換は、かなり低い。なぜなら、炭化水素原料が最初に触媒
に接触する場合の触媒の濃度が非常に低く、従って、油／触媒接触効率が理想的ではない
からである。
【０００７】
　米国特許第５２９６１３１号は、ダウンフロー管反応器を開示する。この反応器におい
て、再生された触媒が、コアと、円錐型の栓弁の弁座との間のギャップを通って流れ、環
状の「カーテン」を形成する。原料油は、周囲に沿ってコア表面下に均一に配置されたノ
ズルから、半径方向に沿って、触媒「カーテン」上にスプレーされ、そして十字流の形態
で触媒と接触され、次いで、ダウンフロー反応器に入り、反応を行う。このダウンフロー
反応器は、原料油と触媒との間の十字流接触を介しての混合を強化するが、重油の転換は
十分ではない。なぜなら、炭化水素油原料がなお、自由落下する触媒と接触し、この反応
器における触媒の濃度がなお低く、そして原料油に有効に接触し得る活性中心の量が非常
に制限されるからである。
【０００８】
　米国特許第５４６２６５２号は、極短時間の接触の、接触分解プロセス（すなわち、Ｍ
ＳＣＣ）を開示する。このプロセスにおいて、触媒は、カーテンの形態で下方に流れ、そ
して石油炭化水素は、触媒のカーテン上に横方向にスプレーされる。原料油および触媒は
、反応ゾーンを水平方向に貫通し、そして同時に反応を行う。反応後、油／触媒混合物は
、迅速に分離される。ストリップされた触媒の一部は、再生されずに触媒混合器に直接入
り、そして再生された触媒と混合されて、触媒／油比を増加させる。このプロセスは、最
初の触媒／油接触セクションにおける触媒の濃度を、触媒／油比を増加させることによっ
てある程度まで上昇させるが、触媒／油接触の低い効率、および重油の不十分な転換とい
う問題がなお存在する。なぜなら、自由落下する触媒の濃度は、重油の十分な転換のため
に必要とされるレベルに達し得ないからである。
【０００９】
　ＣＮ１２６５９３７Ａは、ダウンフロー管が上昇器の内側に同軸に設置されている、カ
ニューレ反応器を開示する。この反応器において、炭化水素油原料が触媒床にスプレーさ
れる位置についての、２つのスキームが存在する。第一のスキームにおいて、ノズルが、
上昇器の側壁に位置し、これらのノズルの出口は、ダウンフロー管の入口の下方にあり、
そして炭化水素油原料が、環状の触媒上昇ゾーン（上昇器とダウンフローパイプとの間）
に、ノズルを通してスプレーされ、触媒と接触されて、ダウンフロー管の入口に上昇しな
がら反応を起こし、次いで、ダウンフロー管に流入し、そして触媒とともに下方に同時に
流れながら、反応する。第二のスキームにおいて、ノズルが、ダウンフロー管内に延び、
そして炭化水素油原料をダウンフロー管内にスプレーし、そしてこの原料を、自由落下す
る触媒と接触させる。第一のスキームは、最初の接触ゾーンにおける触媒の濃度を上昇さ
せ得、これによって、触媒／油接触効率を上昇させ得るが、加熱された炭化水素油は、ダ
ウンフロー管の外側表面に必然的にスプレーされ、そして同時に、原料油が触媒と最初に
接触される環状ゾーンにおいて、かなり激しい逆混合が存在し、これによって、カニュー
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レにおけるダウンフロー管の壁への重油の激しいコークス化、および異常な作動を生じる
。第二のスキームにおいて、触媒／油接触効率および重油の転換は、高くない。なぜなら
、炭化水素油が、自由落下する低濃度の触媒になおスプレーされ、そして同時に接触する
からである。
【００１０】
　ＣＮ１２７５４３４Ａは、気体－固体の同時のダウンフロー床反応器に適切な、触媒入
口デバイスを開示する。この反応器の特徴は、その外殻が、ダウンフロー床反応器の主要
本体と同軸に設置され、この外殻の頂部が、気体－固体２相の乱流混合ゾーンであり、キ
ャリアガスの入口が、ダウンフロー管反応器の入口より下の側壁に位置し、キャリアガス
が、外殻とダウンフロー管との間の環状触媒予備上昇ゾーンの触媒を、外殻の頂部の気体
－固体２相の乱流混合ゾーンに吹き込み、次いで、ダウンフロー反応器に吹き込むことで
ある。炭化水素油原料は、ノズルを通してダウンフロー管内へとスプレーされ、そして希
薄相状態の触媒と接触する。この触媒入口デバイスは、触媒がダウンフロー管内でより均
一に分配されることを可能にするが、ダウンフロー管内の触媒の濃度を上昇させ得ず、従
って、油／触媒接触効率および重油の転換は、なお低いままである。
【００１１】
　要約すると、先行技術において、一連の問題が共通に存在する。例えば、低い油／触媒
接触効率、重油の低い転換、および反応器の内側のコークス化である。これまで、上記問
題をおそらく解決し得、そして良好な反応性能を有する、ダウンフロー反応器についての
報告は見られない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　（発明の要旨）
　本発明の１つの目的は、従来技術に基づいて、高い油／触媒接触効率および良好な反応
性能を有する、ダウンフロー接触分解反応器を提供することである。
【００１３】
　本発明の別の目的は、接触分解（催化裂化）、接触分解（催化裂解）および接触熱分解
（催化熱裂解）のための、上記ダウンフロー反応器の使用を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器は、以下の構成要素を備える：
触媒送達管（１）、反応器頂部カバー（２）、原料ノズル（３）、反応器容器（６）、ダ
ウンフロー反応管（９）。この反応器容器の上端部は、外周の方向に沿って頂部カバー（
２）と閉じて接続され；反応器容器の底部は、ダウンフロー反応管の外壁と閉じて接続さ
れ；ダウンフロー反応器管の上部セクションは、反応器容器の内側に位置し、一方で、下
部セクションは、反応器容器の底部から延び；原料ノズル（３）は、頂部カバー（２）お
よび／または反応器容器（６）の側壁に位置し、原料ノズルの出口は、ダウンフロー反応
管の入口の上方にあり；触媒送達管（１）は、反応器容器と固定して接合され、そして触
媒上昇ゾーン（７）と連絡しており、このゾーンは、反応器容器およびダウンフロー反応
管によって形成される。
【００１５】
　頂部カバー（２）および／または反応器容器（６）の側壁に、原料ノズルの出口がダウ
ンフロー反応管の入口より上方にあるように原料ノズル（３）を配置することによって、
本発明により提供されるダウンフロー接触分解反応器は、石油炭化水素の噴霧のための有
利な条件を作製し、これは、このダウンフロー反応器中の原料油を、より十分に噴霧させ
、そして油／触媒接触効率を増強し、従って、重油中のより大きい分子が分解され得る。
その結果、高い付加価値を有する生成物（例えば、軽油およびＬＰＧ）の収率が、明らか
に増加した。
【００１６】
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　好ましくは、上昇媒体分配器は、上記触媒上昇ゾーンの底部に備えられる。注入される
上昇媒体の量を調節する手段によって、触媒床の濃度が望ましい範囲内で制御され得、従
って、石油炭化水素を分解するために十分な触媒の活性中心を提供し、そして重油の転換
能力を増強する。
【００１７】
　好ましくは、内部の構成要素（例えば、開口板、シャッター格子、または充填層など）
が、触媒上昇ゾーンに備えられる。これらの内部の構成要素または充填物は、濃厚な床内
の大きい気泡を破壊して、これらの気泡が床表面で破裂する場合にこれらの気泡がダウン
フロー管の入口の上方のゾーンに触媒を投げ出し、炭化水素原料の噴霧に影響を与えるこ
とを防止し得る。このことはまた、触媒の比較的定常レベルの表面の形成のために有利で
あり、このことは、触媒を、ダウンフロー管に、比較的安定な気体－固体２相の状態で入
れ、ダウンフロー管反応器中の触媒濃度の変動およびダウンフロー管の入口の近くのゾー
ンにおける触媒の逆混合を抑制し、従って、触媒上へのコークスを減少させ得、そして高
い価値を有する生成物の収率を改善し得る。さらに、充填物が触媒上昇ゾーン内に備えら
れる場合、触媒上昇ゾーンにおける触媒の滞留時間が短縮され、その結果、高温での触媒
と上昇媒体（一般に、水蒸気）との長時間の接触から生じる、触媒活性の減少が回避され
得る。
【００１８】
　好ましくは、コークス化防止水蒸気分配器が、炭化水素油のノズルの近くに備えられて
、油／気体が、ダウンフロー管の入口の上方の反応器容器の壁に激しくコークス化するこ
とを防止し、ＦＣＣユニットの作動の信頼性を増加させる。
【００１９】
　好ましくは、案内円錐が、反応器の頂部カバーの下方に備えられ、そしてこの案内円錐
は、頂部カバーと固定して接合されて、ダウンフロー管の入口の上方のノズル中での油／
気体の滞留時間を短縮し、油／気体の逆混合を軽減し、従って、いくらかの不利な反応（
例えば、熱分解、生成物の過剰分解など）を抑制する。
【００２０】
　好ましくは、減少した直径および拡大した直径を有するダウンフロー管の入口構造体が
備えられて、触媒がダウンフロー反応管の側壁に沿って下方に流れる現象を排除し、従っ
て、触媒濃度が、ダウンフロー反応管の断面全体にわたってより均一に分布することを可
能にし、そしてダウンフロー反応管中の反応条件の一貫性を増加させる。
【００２１】
　好ましくは、複数の再生触媒送達管が、対称的に備えられ、これによって、触媒が、触
媒上昇ゾーン内の流れから外れることを防止し得、触媒上昇ゾーンの床表面で原料に接触
する触媒の活性を、より均一にする。これらの送達管は、再生触媒の流速を制御するため
の単一の弁を共有し得るので、本発明の複数の再生触媒送達管の採用は、再生された触媒
の流速の制御の困難性を増加させない。
【００２２】
　（発明の詳細な説明）
　本発明によって提供されるダウンフロー反応器の構造の特徴は、図１～１１に列挙され
る反応器モデルと組み合わせて、さらに説明されるが、本発明は、いずれの局面において
も、このように限定されない。
【００２３】
　図１に示されるように、ダウンフロー反応管９は、垂直方向に沿って、反応器容器６と
同軸に設置される。反応器容器の上端部は、外周の方向に沿って、頂部カバー２と閉じて
接合される。反応器容器のダウンフロー反応管の入口の上方のゾーンによって形成される
チャンバ５は、原料噴霧チャンバとして使用され、そして反応器容器の底部は、ダウンフ
ロー反応管の外壁と閉じて接合される。ダウンフロー反応管の上部セクションは、反応器
容器の内側に位置し、一方で、下部セクションは、反応器容器の底部から延びる。原料ノ
ズル３は、頂部カバー２に位置する。触媒送達管１は、好ましくは、半径方向または接線
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方向に沿って、反応器容器と固定して接合され、そして反応器容器およびダウンフロー反
応管によって形成される触媒上昇ゾーン７と連絡する。ダウンフロー反応管９の内径は、
Ｄであり、そしてその長さは、３～５０Ｄ、好ましくは、４～４０Ｄである。反応器容器
６は、ダウンフロー反応管９と同軸に設置され、そして反応器容器６の直径ＤＯは、１．
５～６Ｄ、好ましくは、２～５Ｄである。本発明は、触媒送達管の設定に対する特別の要
件を有さず、これは、接触分解ユニットについての従来の標準に従って設計され得る。例
えば、触媒送達管の直径ｄ３は、０．５～１．２Ｄであり、その中心線と反応器容器６と
の交点から反応器容器の底部までの高さの差ｈ０は、０．５～５Ｄであり、そして触媒送
達管と垂直方向との間の角度γは、４５°以下である。本発明は、反応器頂部カバーのモ
デルに対する特別の要件を有さず、これは、フランジ付きヘッド、皿状ヘッド、フランジ
付き皿状ヘッド、楕円形皿状ヘッド、円環球状（准球形）ヘッド、楕円球状ヘッド、平板
ヘッド、半球状ヘッド、フランジ付き円錐形皿状ヘッド、切頭円錐形ヘッド、フランジ付
き逆円錐ヘッド、および内向きに窪んだシェルカバーからなる群より選択される任意のも
のであり得る。ノズル３は、周囲方向に沿って、均一かつ対称的に、頂部カバー２に分配
され得、そして噴霧チャンバ５の側壁への炭化水素油原料の直接のスプレーは、可能な限
り回避されるべきである。ノズルの数は、１～２４個、好ましくは、２～２０個であり、
そしてもっとも好ましくは、３～１８個である。ノズルの出口からダウンフロー管の入口
までの距離ｈは、０．３～５Ｄ、好ましくは、０．５～４Ｄであり得、そして最も好まし
くは、０．６～３Ｄであり得る。各ノズルの中心線と垂直方向との間の角度βは、０～４
５°であり、好ましくは、β＝０～３０°である。ダウンフロー反応管９の入口から反応
器容器の底部までの高さＬは、２～１２Ｄであり得る。好ましくは、上昇媒体分配器８は
、上記触媒上昇ゾーンの底部に位置し、これは、気体分配板または気体分配管から選択さ
れ得る。上昇媒体分配器として気体分配管が選択される場合、これは、１層または多層で
あり得、ここで、少なくとも１つの層は、触媒上昇ゾーン７の底部に位置する。
【００２４】
　図２に示されるように、この構造と図１の構造との間の差異は、以下にある：案内円錐
４が、反応器頂部カバー２の下方に備えられ、この案内円錐は、頂部カバー２に固定して
接合され、これはまた、カバー２が内側に窪んだシェルカバーである場合、カバー２の一
部であり得る。この円錐の底部の直径Ｄｔは、１．２５か亜３．５Ｄであり、円錐角Θは
、６０～１２０°であり、円錐の頂部からダウンフロー管の入口までの垂直距離ｈ１は、
反応器の一体的構造、原料油の特性、および原料の所望の噴霧効果に従って決定され得、
例えば、これは、０．２～１．５Ｄであり得る。１層以上の開口板が、触媒上昇ゾーン７
内で、ダウンフロー反応管９と反応器容器６との間に備えられる。開口板の全ての穴の面
積は、開口板の面積の１５～５０％、好ましくは、２０～４０％である。開口板の上面と
ダウンフロー反応管の入口との間の高さの差異ｈ２は、０．２～１．５Ｄ、好ましくは、
０．５～１Ｄであり得る。さらに、コークス化防止水蒸気分配器１４が、好ましくは、頂
部カバー２の下方に備えられ、そしてその設定方法は、従来の接触分解反応器におけるコ
ークス化防止水蒸気分配器についての方法と同じであり、例えば、コイル状の管分配器が
、コークス化防止水蒸気を分配するために使用され得る。
【００２５】
　図３は、本発明によって提供される反応器の別の実施形態である。図３および図１に示
される反応器の間の差異は、以下にある：コークス化防止水蒸気入口管１７が、頂部カバ
ー２に備えられ；コークス化防止水蒸気ノズル１６が、案内円錐４の上部の側壁に備えら
れる。さらに、開口板もまた、この構造において、触媒上昇ゾーン７に備えられる。
【００２６】
　図４および５もまた、本発明によって提供される反応器の概略図である。図４および５
に示されるように、この反応器の反応器容器は、上部が厚くて下部が薄い、変動する直径
の設計を採用し得る。反応器容器の下部セクションの直径ＤＯは、２～５Ｄであり、長さ
Ｌ１は、１．５～８Ｄである。反応器容器の上部セクションと下部セクションとの間に、
直径減少セクション２２が存在し、その頂部リムの直径ｄ２は、１．５～４Ｄであり、反
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応器容器の上部セクションの直径ｄ２は、１．５～４Ｄであり、そしてその長さＬ２は、
１～４Ｄである。ノズル３は、頂部カバーに、外周の方向に沿って対称的に設置され、そ
して噴霧チャンバ５の壁に対する炭化水素油原料の直接のスプレーは、可能な限り回避さ
れるべきである。コークス化防止水蒸気入口１７が、頂部カバー２に備えられる。案内円
錐４が、頂部カバー２に固定して接合される。案内円錐の底部の直径Ｄｔは、１．２５～
３Ｄであり、そして円錐角Θは、６０～１２０°である。コークス化防止水蒸気ノズル１
６が、案内円錐の上部の側壁に取り付けられる。ダウンフロー管の入口の構造は、直径減
少セクション１８、円筒セクション１９、および直径拡大セクション２０からなる、減少
した直径および拡大した直径のモデルであり得る。本発明は、ダウンフロー反応管中の油
／触媒混合物の分布の均一性がいくらか改善される限り、この入口構造体の設計に対して
特別な要件を有さない。例えば、直径減少セクション１８の頂部リムの直径Ｄｉは、０．
９～１．２Ｄであり、円錐角α１は、６０～１２０°である。円筒セクション１９の直径
ｄは、０．６～０．９Ｄであり、そして長さｈ３は、０．２～０．６Ｄである。直径拡大
セクション２０の円錐角α２は、３０～６０°である。直径減少セクション１８の頂部リ
ムと案内円錐４の円錐頂部との間の高さの差ｈ１は、０．２～１．５Ｄである。ノズル３
の出口と直径減少セクション１８の頂部リムとの間の高さの差ｈは、０．３～５Ｄである
。環状シャッター格子が、触媒上昇ゾーン７に備えられ得る。例えば、格子の上部リムと
ダウンフロー管入口構造体の直径減少セクションの上部リムとの間の高さの差ｈ２は、０
．３～１．２Ｄであり、そして格子の外径ｄ１は、反応器容器の上部セクションの内径よ
り０．０２～０．０５Ｄ小さい。本発明は、格子板に対して特別な要件を有さず、例えば
、水平方向に対する各格子の角度λは、０～９０°である。２つの隣接する格子の間の距
離Δは、０．０１～０．０５Ｄである。環状格子の高さｈ６は、０．０８～０．４Ｄであ
る。ダウンフロー反応管の入口減少セクション１８の上部リムから反応器容器の底部まで
の垂直距離は、好ましくは、２～１２Ｄである。
【００２７】
　本発明において記載される触媒送達管１は、好ましくは、反応器容器６の接線方向また
は半径方向に沿って、反応器容器と固定して接合され、そして反応器容器およびダウンフ
ロー反応管によって形成される触媒上昇ゾーン７と連絡することが、特に指摘されるべき
である。触媒送達管１は、図１～５に示されるように、反応器容器の片側に固定して接合
され得、そして触媒上昇ソーン７と連絡し得る。これはまた、図６～１０に示されるよう
に、反応器容器６の２つの側に対称的に固定して接合され得、そしてそれぞれ、反応器容
器の２つの側を通して、触媒上昇ゾーン７と連絡し得る。これはまた、図６～１０に示さ
れるように、反応器容器の複数の側に対称的に固定して接合され得、そしてそれぞれ、反
応器容器の複数の接合を介して、触媒上昇ゾーン７と連絡し得る。従って、反応器容器と
固定して接合される触媒送達管の数は、１つ、２つまたは複数であり得る。
【００２８】
　図６に示されるように、触媒送達管１は、反応器容器の２つの側と対称的に固定して接
合され得、そしてそれぞれ、反応器容器の２つの側を介して、触媒上昇ゾーン７と連絡し
得る。開口板１５が、触媒上昇ゾーン７に取り付けられる。ノズル３は、周囲の方向に沿
って、頂部カバー２に均一に対称的に分布し、そして噴霧チャンバ５の壁への炭化水素油
原料の直接のスプレーは、可能な限り回避されるべきである。コークス化防止水蒸気分配
器１４および案内円錐４は、頂部カバー２の下方に備えられる。案内円錐４は、頂部カバ
ー２に固定して接合される。
【００２９】
　図７および８は、別の実施形態の概略図である。図７および８に示されるように、反応
器容器の下部セクションは、円錐として設計され得る。この円錐の円錐角β０は、好まし
くは、１０～４５°であり、そして高さｈ９は、好ましくは、１．５～８Ｄである。反応
器容器の上部セクションの直径Ｄ０は、２～５Ｄであり、そして高さｈ８は、０．５～４
Ｄである。ノズル３は、周囲の方向に沿って頂部カバー２に均一に対称的に備えられ、そ
して噴霧チャンバ５の壁への炭化水素油原料の直接のスプレーは、可能な限り回避される
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べきである。コークス化防止水蒸気入口管１７が、頂部カバー２に備えられる。頂部カバ
ー２は、案内円錐４に固定して接合される。コークス化防止水蒸気ノズル１６が、案内円
錐４の上部側壁に備えられる。ダウンフロー反応管９の入口は、直径減少セクション１８
、円筒１９、および直径拡大セクション２０を備える。本発明は、ダウンフロー反応管内
の油／触媒混合物の分布の均一性がいくらか改善され得る限り、入口構造体の設計に対し
て特別な要件を有さない。環状シャッター格子２５が、触媒上昇ゾーン７に備えられる。
この格子は、同軸の短い円筒または任意の円錐角を有する切頭円錐から構成され得る。
【００３０】
　図９および１０もまた、本発明によって提供される反応器の概略図である。図９および
１０に示されるように、この反応器の反応器容器は、２つの切頭円錐から構成され、下部
切頭円錐の下部リムの直径Ｄｂは、１．２５～２．５Ｄであり得、下部切頭円錐の円錐角
β０は、１０～４５°であり得、上部切頭円錐の上部リムの直径Ｄｔは、２～４Ｄであり
得る。ダウンフロー反応管９の入口から反応器容器の底部までの高さＬは、２～１２Ｄで
あり得る。ノズル３が、周囲の方向に沿って、上部切頭円錐の側壁に均一に対称的に備え
られ、そして好ましくは、ノズルの中心線は、この側壁に対して垂直であり、各ノズルの
中心線とこの垂直方向との間の角度βは、０～６０°であり、好ましくは、βは１５～４
５°であり、ノズル３の出口と直径減少セクション１８の上部リムとの間の高さの差ｈは
、０．３～５Ｄであり、噴霧チャンバ５の壁に対する炭化水素油原料の直接スプレーは、
可能な限り回避されるべきである。触媒送達管１は、反応器容器の２つの側に対称的に固
定して接合され、そして反応器容器の２つの側を介して、触媒上昇ゾーン７と連絡する。
頂部カバー２は、内向きに窪んだシェルカバーであり、これは、上部切頭円錐の上部リム
に固定して接合され、そして頂部カバー２自体がまた、チャンバ５内の案内円錐を形成す
る。コークス化防止水蒸気分配器１４が、反応器容器の上部切頭円錐の下方に備えられる
。ダウンフロー反応管９の入口構造体は、直径減少セクション１８、円筒１９、および直
径拡大セクション２０を備える。本発明は、ダウンフロー反応管における油／触媒混合物
の分布の均一性がいくらか改善され得る限り、入口構造体の設計に対して特別な要件を有
さない。環状シャッター格子２５が、触媒上昇ゾーン７の上部に備えられる。これは、同
軸の環状板または任意の円錐角を有する短い切頭円錐から構成され得る。
【００３１】
　本発明の別の実施形態が、図１１に示される。この図が示すように、反応器頂部カバー
２は、切頭円錐であり、そしてこの円錐角は、より良好には、１０～９０°を有し、好ま
しくは、２０～７５°を有する。原料ノズル３は、頂部カバーの真上に備えられ、そして
このノズルの下端からダウンフロー管の入口までの垂直距離は、０．３～５Ｄ、好ましく
は、０．５～４Ｄであり得、ここで、Ｄは、ダウンフロー反応管の内径である。ダウンフ
ロー反応管の内径は、処理される原料の量によって決定され得、そして十分な値は、見か
けの速度が３～３０ｍ／ｓに制御されることを可能にする値である。コークス化防止水蒸
気分配器１４が、原料ノズル３の近くに備えられて、炭化水素油原料が噴霧チャンバ５の
内壁にコークス化することを防止することが、好ましい。本発明は、コークス化防止水蒸
気分配器の形状に対して厳密な要件を有さず、例えば、これは、コークス化防止水蒸気を
、開口板またはコイル管気体分配器内に、水蒸気管１７を介して導入し得、そしてこのコ
ークス化防止水蒸気を、頂部において、原料ノズルの周囲の領域に均一に分配し得る。本
発明はまた、図１１に示されるように、触媒上昇ゾーンにおける充填ゾーン２６を設置す
ることによって、触媒上昇ゾーンの上方での大きい気泡の形成を防止し得る。本発明は、
充填ゾーンの高さおよび充填の型に対して、厳密な要件を有さない。規則的な充填または
ランダムな充填のいずれかが使用され得るが、規則的な充填が好ましい。充填ゾーンの垂
直高さｈ６は、ダウンフロー管の内径の０．１～２倍であり得、好ましくは、０．２～１
．５倍であり得、そして最も好ましくは、０．３～１倍であり得る。充填を製造するため
の材料は、熱耐久性かつ抗摩耗性であるべきであり、例えば、セラミック、表面を鋼玉で
コーティングされた熱耐久性合金鋼などである。充填物がダウンフロー管内に押し出され
ること、または触媒上昇ゾーンの下部に滑り込むことを防止するために、開口板または格
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子が、充填ゾーンの上面および下面に設置されて、充填物を固定することが好ましい。ま
た、開口板または格子を製造するための材料は、好ましくは、熱耐久性かつ抗磨耗性であ
る。充填ゾーンの上面からダウンフロー管の上端部までの垂直距離ｈ２は、ダウンフロー
管の内径の０．２～３倍であり得、好ましくは、０．３～２．５倍であり得、そして最も
好ましくは、０．５～２倍であり得る。反応器容器６は、円筒であっても、上記図に示さ
れるような変化する直径を有する立体であってもいずれでもよく、例えば、図１１に示さ
れるような、上部円筒および下部円錐を有する立体であり得る。反応器容器６の垂直高さ
は、好ましくは、ダウンフロー反応管の内径の２～１２倍であり、好ましくは、２．５～
１０倍であり、そして最も好ましくは、３～８倍である。再生された触媒を反応器の予備
上昇ゾーンに送達するための上記触媒送達管１は、単一の管であり得るが、好ましくは、
図１３に示されるような主要送達管におけるスライド弁の後に、２つ以上の通路に対称的
に分割され、再生触媒を、触媒上昇ゾーンに送達し、その結果、触媒上昇ゾーンの環状の
断面にわたる触媒の速度分布が、より均一になる。再生触媒送達管１は、反応器容器６の
半径方向または接線方向に沿って、反応器容器に固定して接合される。ダウンフロー管９
の全長は、ダウンフロー管の内径の３倍と５０倍との間、好ましくは、４倍と４０倍との
間、そして最も好ましくは、５倍～３０倍の間の任意の値であり得る。ダウンフロー管が
触媒上昇ゾーンの内側に位置する高さＬは、２～１２Ｄであり、好ましくは、Ｌは、２．
５～１０Ｄであり、そして最も好ましくは、Ｌは、３～８Ｄである。予備上昇媒体分配器
８は、図１１に示されるように、触媒上昇ゾーンの底部に位置する。本発明は、分配器の
構造に対して、厳密な要件を有さず、そしてこの分野において通常使用されている全ての
予備上昇媒体分配器（例えば、分配板、分配管など）が使用され得る。
【００３２】
　本発明によって提供されるダウンフロー反応器の使用は、図１２および１３と組み合わ
せて、以下にさらに記載される。
【００３３】
　図１２に示されるように、接触分解ユニットの反応－再生システムにおいて、高温で再
生される触媒が、反応器容器６およびダウンフロー反応管９の上部セクションによって形
成される触媒上昇ゾーン７に、再生触媒送達管１を介して入る。上昇媒体（例えば、水蒸
気および／または乾燥気体など）が、上昇媒体分配器８を介して環状ゾーンに入り、この
媒体の適切な流速は、環状ゾーンにおける触媒床の濃度が、１００～５００ｋｇ／ｍ３に
維持されるような流速である。余熱された石油炭化水素が、原料ノズル３を介して、原料
噴霧チャンバ５内にスプレーされる。噴霧チャンバ内の触媒の濃度は、非常に低いので、
石油炭化水素の噴霧される微細液滴は、噴霧チャンバ内の希薄相空間を貫通し得、そして
触媒上昇ゾーン７の頂部における、触媒濃密相に容易にスプレーされ得、高温の再生触媒
と接触し、そして容易に気化および反応する。石油炭化水素とすでに接触した触媒は、ダ
ウンフロー反応管９の入口の方に集まり、そして最終的に、ダウンフロー反応管内に落ち
る。油／気体および触媒は、ダウンフロー管内で互いに十分に接触し、そして反応し続け
る。反応油／気体および触媒の混合物の、気体－固体迅速分離機１０を通しての予備的な
分離の後に、特定の量のコークスが蓄積した触媒が、ストリッパー１１内に落ち、一方で
、生成された油蒸気／気体、上昇媒体および噴霧用水蒸気が、巻き込まれた触媒粒子の除
去後の処理のために、引き続く分離システムに導入される。ストリッパー中で水蒸気をス
トリップした後に、使用済み触媒が、使用済み触媒移送管１２を介して、コークスを燃焼
させることによる再生のために、再生システム１３に導入され、そして再生触媒が、再使
用のために、触媒送達管１を介して反応器に導入される。さらに、生成した油蒸気／気体
が頂部カバーの内壁にコークス化することを防止するために、コークス化防止水蒸気が、
反応器頂部カバー２の下方の水蒸気コイルからスプレーされる。
【００３４】
　図１３に示されるプロセス流れは、再生システム１３からの触媒が、反応器容器６およ
びダウンフロー反応管９の上部セクションによって形成される触媒上昇ゾーン７に、２方
向触媒送達管１を介して対称的に入る点、および上昇媒体（例えば、水蒸気および／また
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は乾燥気体など）が、この環状ゾーンに、上昇媒体分配器８を介して入る点で、図１２に
示されるものと異なる。環状ゾーン内の触媒は、上昇気体の作用の下で上方に流れ、そし
てノズル３からスプレーされた炭化水素原料油と接触し、そして触媒上昇ゾーン内の開口
板１５を貫通した後に、原料噴霧チャンバ５内で完全に噴霧される。炭化水素油原料と接
触した触媒は、ダウンフロー反応管の入口の方へと集まり、そして最終的に、ダウンフロ
ー反応管内に落ちる。このプロセス流れの他の部分は、図１１に示されるものと同じであ
る。
【００３５】
　本発明によって提供されるダウンフロー反応器、ならびにこの反応器を使用する接触分
解プロセスおよび触媒分解プロセスは、利用される触媒に対して特別な要件を有さず、そ
して接触分解の分野に適切な任意の触媒が、本発明において使用され得る。例えば、触媒
の活性成分は、希土類を含むかまたは含まない、Ｙ型ゼオライト、ＨＹ型ゼオライト、も
しくはＵＳＹ型ゼオライト、β－ゼオライト、ＺＳＭ－５－ゼオライトまたは５員環構造
を有する他の高シリカゼオライトからなる群より選択される１つ以上のものであり得る。
【００３６】
　本発明によって提供されるダウンフロー反応器の主要な作動条件は、以下のとおりであ
る：ダウンフロー管反応器の出口の温度は、４５０～７００℃であり、好ましくは、４８
０～６５０℃であり、そして最も好ましくは、４９０～５８０℃である；触媒／油比は、
３～４０であり、好ましくは、５～３５であり、そして最も好ましくは、６～３０である
；ダウンフロー反応管内での油／触媒接触時間は、０．１～３秒、好ましくは、０．２～
２秒、そして最も好ましくは、０．３～１秒である。
【００３７】
　さらに、原料を噴霧するための水蒸気の量は、全供給能力の３～３０重量％であり、好
ましくは、４～２５％である。原料噴霧チャンバに注入されるコークス化防止水蒸気の量
は、全供給能力の０～３０重量％であり、好ましくは、３～２５重量％である。上昇媒体
（水蒸気または乾燥気体）の量は、全供給能力の２～３０重量％であり、好ましくは、３
～２５重量％である。反応圧力（絶対圧）は、０．０５～０．３ＭＰａであり、好ましく
は、０．０７～０．２ＭＰａである。
【００３８】
　本発明は、原料油の特性に対して特別な制限を有さず、そして接触分解プロセスに適切
な任意の炭化水素原料が、このダウンフロー反応器の原料であり得、例えば、大気圧残油
、減圧残油、減圧ガス油、脱歴油、コークス器ガス油、水素化重質留分、ガソリン画分、
ディーゼル油画分、または上記炭化水素油の２つ以上の混合物であり得る。
【００３９】
　以下の４つの実施例および比較例は、本発明をさらに説明するが、本発明に対するいか
なる限定をも与えない。
【実施例】
【００４０】
　（比較例）
　３つの比較例は米国特許第５２９６１３１号に開示されるダウンフロー反応器を使用す
る、接触分解パイロットプラントを用いる実験から誘導された実験結果である。
【００４１】
　このパイロットプラントの容量は、０．２４ｔ／ｄであった。実験手順は、以下のとお
りであった：炉内で予熱した後に、原料油をダウンフロー反応器の上部セクションに、高
効率で噴霧するノズルを介して注入し、そして再生器からの高温の触媒と接触させて、反
応を実施した。この油／気体を、ダウンフロー反応器に通した後に、触媒から迅速に分離
し、そして生成物分離のために、移動ラインを通して、引き続く分離システムに導入した
。反応後の使用済み触媒を水蒸気でストリップし、次いで、コークスを燃焼させることに
よる再生のために、再生器に導入し、そして再生触媒を、再使用のために反応器に供給し
た。この実験において誘導された種々の生成物を測定および分析した。
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【００４２】
　３つの比較例において使用した３つの原料油の特性を、表１に示す。比較例１において
使用した触媒は、Ｃａｔａｌｙｓｔ　Ｐｌａｎｔ　ｏｆ　Ｌａｎｚｈｏｕ　Ｏｉｌ　Ｒｅ
ｆｉｎｅｒｙ　＆　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｗｏｒｋｓによって、ＬＶ－２３の商品名で製造
される。比較例２および３において使用される触媒は、Ｃａｔａｌｙｓｔ　Ｐｌａｎｔ　
ｏｆ　Ｑｉｌｕ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｆｉｌｉａｌｅ　ｏｆ　ＳＩＮＯＰＥＣ
によって、それぞれＣＲＰ－１およびＣＥＰの商品名で製造され、これらの特性は、表２
に示される。主要な操作条件、生成物の分布、および主生成物の特性は、表３～５に示さ
れる。
【００４３】
　（実施例１）
　本実施例は、生成物の分布および生成物の特性が、本発明によって提供されるダウンフ
ロー反応器の使用によって、従来の接触分解条件下で接触分解反応を実施した場合に、顕
著に改善されたことを実証する。
【００４４】
　この実施例において使用された接触分解パイロットプラントの原理流れ図は、図１２に
示され、そしてこのダウンフロー反応器の構造の概略図は、図１に示される。このダウン
フロー反応管の直径Ｄは、２０ｍｍであった。反応器容器の直径ＤＯは、２．５Ｄであっ
た。ダウンフロー管の入口から反応器容器の底部までの高さの差Ｌは、６Ｄであった。ノ
ズルの数は、４であった。各ノズルの垂直方向に対する角度βは、３０°であり、そして
ノズルの出口からダウンフロー管の入口までの高さの差ｈは、１．２５Ｄであった。触媒
送達管の直径ｄ３は、０．８Ｄであり、触媒送達管の中心線の垂直方向に対する角度γは
、３０°であり、そして触媒送達管の中心線と反応器容器との交点から、反応器容器の底
部までの高さの差ｈ０は、３Ｄであった。
【００４５】
　原料油、触媒、および実験手順は全て、比較例においてのものと同一であり、そして主
要な操作条件、生成物の分布および生成物の特性は、表３に示される。
【００４６】
　表３に示される実施例１および比較例１の実験データの比較から、本発明が、重油の転
換の能力を顕著に上昇させ得、生成物中のＬＰＧ＋ガソリン＋ＬＣＯの収率を、７％より
大きく増加させ得、乾燥気体収率を、０．５％のみ増加させ、コークスの収率は増加させ
ず、そしてリサーチオクタン価を１単位増加させることが見られ得る。
【００４７】
　（実施例２）
　本実施例は、生成物の分布および特性が、本発明によって提供されるダウンフロー反応
器を使用することによって、顕著に改善されたことを実証する。
【００４８】
　この実施例において使用された接触分解パイロットプラントの原理流れ図は、図１３に
示され、そしてこのダウンフロー反応器の構造の概略図は、図１０に示される。このダウ
ンフロー反応管の直径Ｄは、２０ｍｍであった。反応器容器の円錐角β０は、２２．５°
であり、そして反応器容器の底部リムの直径Ｄｂは、２Ｄであった。ダウンフロー管の入
口構造体の直径減少セクションの上部リムから反応器容器の底部までの高さの差Ｌは、６
Ｄであった。ノズルの数は、６であり；各ノズルの垂直方向に対する角度βは、４５°で
あり、そしてノズルの出口からダウンフロー管の直径減少セクションの上部リムまでの高
さの差ｈは、１．３５Ｄであり、その円錐角Θは、１００°であり、そしてダウンフロー
管の直径減少セクションの上部リムから案内円錐の頂部までの高さの差ｈ１は、０．５Ｄ
であった。シャッター環状格子板の上部リムからダウンフロー管入口の直径減少セクショ
ンの常務リムまでの高さの差ｈ２は、１．５Ｄであった。２つの触媒送達管が備えられ、
そしてこれらの触媒送達管の直径ｄ３は、０．６Ｄであり、この触媒送達管の中心線の垂
直方向に対する角度γは、３０°であり、そしてこの触媒送達管の中心線と反応器容器と
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の交点から、反応器容器の底部までの高さの差ｈ０は、３Ｄである。
【００４９】
　この実験において使用される原料油、触媒、および実験手順は全て、比較例のものと同
一であり、そして主要な操作条件、生成物の分布および主生成物の特性は、表３に示され
る。
【００５０】
　表３に示される、実施例２および比較例１の実験データの比較から、本発明が、重油を
転換する能力を顕著に上昇させ得、生成物中のＬＰＧ＋ガソリン＋ＬＣＯの収率を、７％
より大きく増加させ得、コークス＋乾燥気体の収率を増加させず、そしてリサーチオクタ
ンを１単位増加させることが見られ得る。本発明は、高い付加価値の生成物の収率を上昇
させ得、そして同時に、ガソリンのオクタン価を増加させ得ることが明らかである。
【００５１】
　（実施例３）
　本実施例は、本発明によって提供されるダウンフロー反応器を使用することによって、
かなり厳格な条件下で誘導される実験結果を実証する。
【００５２】
　この実施例において使用されたダウンフロー反応器の構造は、図１１に示される。この
ダウンフロー反応管の直径Ｄは、２０ｍｍであった。触媒上昇ゾーンの反応器容器６の下
部円錐セクションの下端部の直径Ｄｂは、２．５Ｄであり、上端部の直径ＤＯは、３．５
Ｄであり、そしてその高さは、３Ｄであった。上部円筒の高さｈ８は、２Ｄであった。ダ
ウンフロー管の入口から反応器容器６の底部までの高さの差Ｌは、５Ｄであった。ノズル
３の出口からダウンフロー管９の入口までの高さの差ｈは、１．５Ｄであった。触媒送達
管１は、対称的に配置された、直径ｄ３＝０．７Ｄを有する２つの傾斜管であり、これら
の中心線の、垂直方向に対する角度γは、３０°であり、そして触媒送達管の中心線と反
応器容器との交点から、反応器容器の底部までの高さの差ｈ０は、２Ｄである。セラミッ
クから作製された規則的な充填が、触媒上昇ゾーン内に備えられ、そして充填ゾーンの高
さｈ６は、１Ｄであった。供給される噴霧水蒸気の量は、炭化水素油原料の１５重量％で
あり、そして上昇水蒸気の量は、炭化水素油原料の１５重量％であった。
【００５３】
　実施例３における原料油、触媒、および実験手順は、全て、比較例２のものと同一であ
った。そして主要な操作条件、生成物の分布および主生成物の特性は、表４に示される。
【００５４】
　表４から、比較例２と比較して、実施例３の生成物における重油含量は、８％より多く
低下し、軽液体炭化水素（ＬＰＧ＋ガソリン＋ＬＣＯ）の収率が、ほぼ８％増加され、乾
燥気体およびコークスの収率が、０．５％未満増加したことが見られ得る。生成物中のプ
ロピレンの収率は、３％より大きく増加した。本発明によって提供されるダウンフロー反
応器は、かなり厳格な条件下で炭化水素油原料を転換するために使用される場合、軽液体
炭化水素の収率を顕著に増加させ得、そしてプロピレンの収率を増加させ得ることが明ら
かである。
【００５５】
　（実施例４）
　本実施例は、本発明によって提供されるダウンフロー反応器を使用することによって、
かなり厳格な条件下で誘導される実験結果を実証する。
【００５６】
　本実施例において使用されるダウンフロー反応器の構造は、図１１に示される。ダウン
フロー反応管の直径Ｄは、２０ｍｍであった。触媒上昇ゾーンの反応器容器６の下部円錐
セクションの下端部の直径Ｄｂは、２．５Ｄであり、上端部の直径ＤＯは、４Ｄであり、
そして高さは、４Ｄであった。上部円筒セクションの高さｈ８は、２Ｄであった。ダウン
フロー管の入口から反応器容器６の底部までの高さの差Ｌは、６Ｄであった。ノズル３の
出口からダウンフロー管９の入口までの高さの差Ｈ０は、１Ｄであった。触媒送達管１は
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、対称的に配置された、ｄ３＝０．７Ｄの直径を有する、３つの傾斜管であり、これらの
中心線の垂直方向に対する角度γは、３０°であり、そして触媒送達管の中心線と反応器
容器との交点から、反応器容器の底部までの高さの差ｈ０は、２Ｄであった。原料噴霧水
蒸気の量は、炭化水素油原料の１５重量％であり、注入されるコークス化防止水蒸気の量
は、炭化水素油原料の２０重量％であり、そして上昇水蒸気の量は、炭化水素油原料の２
５重量％であった。
【００５７】
　実施例４において使用された原料油、触媒、および実験手順は、全て、比較例３におい
てのものと同一であり、そして主要な操作条件、生成物の分布および主生成物の特性は、
表５に示される。
【００５８】
　表５から、比較例３と比較すると、実施例４における重油含量は、６％より大きく減少
され、エチレンの収率は、ほぼ３％上昇し、そしてプロピレンの収率は、ほぼ２．５％増
加し、一方でコークスの収率は、基本的に増加しなかったことが見られ得る。本発明によ
って提供されるダウンフロー反応器を使用して、炭化水素油原料を転換する場合、非常に
厳密な条件下で、重油の転換および軽オレフィンの収率を顕著に増加させ得ることが明ら
かである。
【００５９】
【表１】

【００６０】
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【表２】

【００６１】
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【表３】

【００６２】
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【表４】

【００６３】
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【表５】

【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】図１は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
【図２】図２は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
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【図３】図３は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
【図４】図４は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
【図５】図５は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
【図６】図６は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
【図７】図７は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
【図８】図８は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
【図９】図９は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図である
。
【図１０】図１０は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図で
ある。
【図１１】図１１は、本発明によって提供されるダウンフロー接触分解反応器の概略図で
ある。
【図１２】図１２は、接触分解ユニットの反応－再生システムにおける、本発明によって
提供される反応器の概略流れ図である。
【図１３】図１３は、接触分解ユニットの反応－再生システムにおける、本発明によって
提供される反応器の概略流れ図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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